
                                                   令 和 ８ 年 ４ 月 

                               西東京市教育委員会 

台風接近・通過等に伴う気象警報発表時の対応について 

  

西東京市教育委員会では、気象警報等が発表された際には、児童・生徒の安全を最優先とし、以

下の方針に従って対応いたします。ご理解とご協力お願いいたします。 

１ 登校時の対応について 

 気象情報 学校の対応 学童クラブの対応 備考 
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ア 特別警報が発表され

ている場合 

 

または 

 

イ 警報（大雨、大雪、

暴風、暴風雪、洪水

等）かつ警戒レベル３以

上の避難情報（高齢者

等避難）が 

同時に発表されている場合 

 

 

 

〇臨時休業 

・ア、イともに 

その日のうちに 

解除された場合も

小・中学校におけ

る全ての活動は 

行いません。 

 

 

 

 

 

 

〇開所 

・午前８時 30 分か

ら児童を預かるこ

とができます。 

通所の場合、保護

者が送迎してくだ

さい。 

 

 

 

 

・気象庁のホーム

ページによって、

気象情報（台風情

報）をご確認くだ

さい。 

 

 

・学校からの連絡

はすぐーる等によ

り行います。 

 

 

・始業時刻の時点

で登校しない場合

は学校へ電話でご

連絡ください。 

 

 

・気象状況を理由

として登校しない

場合は「欠席」あ

るいは「遅刻」扱

いにはなりませ

ん。登校しなかっ

た場合は「出席を

必要としない日」

となります。 
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・西東京市内に警報（大

雨、大雪、暴風、暴風

雪、洪水等）のいずれ

かが発表されている場

合 

 

 

〇通常通り 

・保護者は安全を確

認の上、登校させ

てください。な

お、保護者が危険

と判断した場合は

無理に登校させな

いでください。 

〇通常通り 

・下校後、学童クラ

ブに通所してくだ

さい。 

なお、台風等や交通機関の状況により、上記の方針とは別に臨時休業や、始業時刻の繰り下げ、

終業時刻の繰り上げを行う場合は別途学校を通じてお知らせいたします。 

２ 在校時の対応について 

 児童・生徒の登校後、気象警報等が発表された際には、終業時刻の繰り下げ、繰り上げを行う場

合があります。その際は学校からすぐーる等によりご連絡いたします。 

午前６時の時点 

西東京市内において 

 


